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実践力判定試験の実施について（募集要項） 

（令和６年度 広島校開催） 

 

１．受験対象者 

中小企業経営改善計画策定支援研修（実践研修）の受講修了者 

 

２．日時 

令和６年８月９日（金） １６：３０～１８：００ 

 

３．実践力判定試験の概要 

実践研修の修了者で、中小企業等経営強化法に基づく経営革新等支援機関の認定を受けようとす

る方に対して試験を実施し、合否を判定します。 

時間 科目 内容 

16:30～18:00 

〔1.5H〕 
実践力判定試験 

中小企業が経営計画を策定することを支援するために必要

となる能力・指導力の確認を目的とした記述（空欄補充や計

算）又は選択式問題 

試験概要 

① 中小企業が、中小企業管理会計の導入を前提とした経営状況の把握と、経営方針、利益計画、資

金計画の策定とそのアクションプランの策定等中小企業が経営計画を策定することを支援する

ために必要となる能力・指導力の確認を目的とした記述（空欄補充・計算問題）又は、選択式の

試験。 

② 後日、合否の判定結果を郵送いたします。 

③ 不合格の者は、中小企業大学校が実施する試験を再度受験することができます。 

 ※ 試験問題、採点及び合否についてのお問い合わせには一切応じられません。 

 

４．試験会場 

中小企業大学校広島校 

〒733-0834 広島県広島市西区草津新町１－２１－５ 

（最終ページの交通案内図をご参照ください） 

 

５．受験料 

５，０００円（税込） 

 

６．申込方法 

（１）申込書対の送付 

ホームページ掲載の様式「実践力判定試験受験申込書」にご記入の上、必ず写真を貼付して、下

記の申込書類受付期間内に郵送（必着）してください。 

※ 再受験の方は、「実践研修」の修了証書の写しを１部添付してください。 
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申込書類の送付先 

〒733-0834 広島県広島市西区草津新町１－２１－５ 中小企業大学校広島校 

送付の際の注意 

 封筒の表に「受験申込書在中」と赤字で記載してください。 

 申込書はホームページに掲載されている書式（Ｗｏｒｄ又はＰＤＦ形式）を印刷してご使用く

ださい。 

 申込方法は、郵送のみとさせていただきます。ＦＡＸ、メールによる申込みは受け付けており

ません。 

 申込書を直接持参で提出することはできません。 

 ご提出いただいた書類は、原則、返却致しませんので予めご了承ください。 

 

（２）受験料のお振り込み 

納付期限は、受験決定通知書兼請求書送付時にご連絡します。 

振込の際の注意 

 専用の振込用紙はありません。各銀行に備付の用紙又はＡＴＭ等をご利用ください。 

 受講料等の振込名義は、個人受験については本人名を、それ以外の機関派遣については必ず認

定を受ける機関名を記入してください。 

 必ず電信振込指定でお願いします。（文書振込みはお使いいただけません。） 

 振込票（控え）をもって領収書に代えさせていただきます。 

 振込票（控え）、利用明細書等の振込金額、振込日時、振込先が記載されたものは、後日確認

させていただく場合がございますので、大切に保管してください。 

 期限日までにお振り込みいただけなかった場合、ご受験できない場合がございますのでご了

承ください。 

 実践力判定試験の受験料を納入された後に受験を辞退された場合、受験料の返還は致しかね

ますのでご注意ください。 

 

７．受験申込から試験までのスケジュール 

（１）申込受付期間：令和６年５月１日（水）～令和６年７月１２日（金）必着 

（２）受験決定通知書兼請求書送付 

（３）受験料の納付：納付期限は受験決定通知書兼請求書送付時にご連絡します。 

（４）受験料納付確認 

（５）試験日：令和６年８月９日（金） １６：３０～１８：００ 

※ 受験票は、当日受付時にお渡しいたします（１６：２０までに会場へお越しください）。 

 

８．個人情報の取り扱い 

本試験の応募のためにご提出いただいた個人情報については、試験の実施と運営ならびに認定支

援機関を申請した際の確認等に関する範囲で取り扱います。 
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９．お問い合わせ先 

中小企業大学校広島校 

〒733-0834 広島県広島市西区草津新町１－２１－５ 

電話 082-278-5800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【交通のご案内】 

■自家用車でお越しの場合  

・広島高速３号線（広島南道路）商工センター出入口から約１分 

・山陽自動車道 五日市ＩＣから商工センター方面、草津沼田道路経由約１５分 

 

■公共交通機関等でお越しの場合 

・広島電鉄２号線（宮島線）「草津駅」下車 徒歩約１２分 

 ※ＪＲ山陽本線「西広島駅」もしくは「新井口駅」にて広島電鉄への乗り換えが可能。 

・広島バス２５番系統・５０番系統「草津町バス停」下車 徒歩約１０分 

・広島駅よりタクシー利用の場合（約３０分・３，０００円程度） 


